
預 金 口 座 振 替 依 頼 書 （ 記 入 例 ）

―  預金口座振替依頼書の記入と注意事項について ―

預金口座振込依頼書は「任意継続組合員資格取得申出書」と必ず一緒に提出してください。

※口座引落日は毎月２８日となります。（土曜・日曜・祝日の場合は翌日以降の営業日となります。）

《年払》の振替日・・・加入月の翌月２８日 （例：４月１日加入の場合は５月２８日）

《半年払》の振替日・・「前期分」は加入月の翌月２８日 「後期分」は９月２８日

《月払》の振替日・・・加入月の翌月２８日に３ケ月分（掛金は前納となります。）以降、毎月２８日

この欄は記入不要です。

（注意）残高不足などで指定口座から引落しができなかった場合は、翌月の引落しとなります。

ただし、２ヶ月連続で引落しできなかった場合は、任意継続組合員の資格喪失の手続き

を行っていただくことになります（未納月まで遡って資格喪失）。



関信用金庫 1534 〇長野県

みずほ銀行 0001 八幡信用金庫 1538 諏訪信用金庫 1393

三菱ＵＦＪ銀行 0005 〇愛知県 飯田信用金庫 1394

三井住友銀行 0009 愛知信用金庫 1550 アルプス中央信用金庫 1396

りそな銀行 0010 豊橋信用金庫 1551 〇滋賀県

埼玉りそな銀行 0017 岡崎信用金庫 1552 滋賀中央信用金庫 1602

いちい信用金庫 1553 長浜信用金庫 1603

瀬戸信用金庫 1554

大垣共立銀行 0152 半田信用金庫 1555

八十二銀行 0143 知多信用金庫 1556 長野信用組合 2390

北陸銀行 0144 豊川信用金庫 1557 岐阜商工信用組合 2470

福井銀行 0147 豊田信用金庫 1559 岐阜県医師信用組合 2473

十六銀行 0153 碧海信用金庫 1560 飛騨信用組合 2476

三十三銀行 0154 西尾信用金庫 1561 益田信用組合 2481

百五銀行 0155 蒲郡信用金庫 1562

滋賀銀行 0157 尾西信用金庫 1563

関西みらい銀行 0159 中日信用金庫 1565 東海労働金庫 2972

東春信用金庫 1566

〇三重県

長野銀行 0533 津信用金庫 1580 岐阜県内の農業協同組合

愛知銀行 0542 北伊勢上野信用金庫 1581 愛知県内の農業協同組合

名古屋銀行 0543 桑名三重信用金庫 1583 三重県内の農業協同組合

中京銀行 0544 紀北信用金庫 1585 長野県内の農業協同組合

〇静岡県 滋賀県内の農業協同組合

しずおか焼津信用金庫 1501

三菱ＵＦＪ信託銀行 0288 静清信用金庫 1502

三井住友信託銀行 0294 浜松碧田信用金庫 1503 全国のゆうちょ銀行

沼津信用金庫 1505

三島信用金庫 1506 以上

〇岐阜県 富士宮信用金庫 1507

岐阜信用金庫 1530 島田掛川信用金庫 1513

大垣西濃信用金庫 1531 富士信用金庫 1515

高山信用金庫 1532 遠州信用金庫 1517

東濃信用金庫 1533

≪添付書類について≫

指定金融機関一覧

※任意継続掛金の口座振替(自動引落)は、下記のいずれかの金融機関のみとなります。

◎必ず別紙の「預金口座振替依頼書」に必要事項を記入・押印いただき、併せて提出してください。

都市銀行

地方銀行

第二地方銀行

信託銀行

信用金庫

信用組合

労働金庫

農業協同組合

ゆうちょ銀行

金融コード

金融コード

金融コード

金融コード

金融コード

金融コード

金融コード
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